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第１ 概 要 

  労働者個人と使用者との間で生じた労働関係に関する問題（例えば、解雇、パワハ

 ラ・嫌がらせ、賃金未払など）について、あっせんを行っています。労働者、使用者

 のどちらからでも申請できます。 

 

 ○あっせんの流れ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【注意事項・参考事項】 
 １ あっせん申請は、いつでも取り下げることができます。 
 ２ 本県労働委員会では、あっせん申請から終結までの目標処理期間を、30日と定めていま
  す。 

 

申請書の提出 
あっせんを申請するときは、あっせん申請書を労働委員

会事務局に提出します。 

あっせん開始の決定 

及び 

あっせん員の指名 

会長があっせん開始の適否を決定します。 

会長があっせん開始を決定した場合は、公益委員、労働

者委員、使用者委員の中からあっせん員を会長が指名しま

す。 

※  本県労働委員会の場合、公労使委員各１名を指名しま

す。 

※  会長があっせんを開始しないと決定した場合は、あっ

せんは開催されず、あっせん手続は終結します。 
 

事務局調査 

申請者及び被申請者に対して、事務局職員が事情を聴取

します。 

さらに、被申請者にはあっせんの諾否も確認します。被

申請者があっせんに応じない場合は、打切りとなります。 

 

あっせんの開催 

あっせん員が労使双方の主張を聴き、労使の主張の対立

を解きほぐし、双方の譲歩を促します。 

そして、労使双方の合意が得られる状況になれば、あっ

せん員があっせん案を示します。 

 

解  決 

又は 

打 切 り 

あっせん員が示すあっせん案に双方が合意すれば、和解

となりあっせんは終結します。 

合意に至らなければ打切りとなります。 
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第２  概  況                                                               

  令和７年の取扱件数は、新規申請５件で、結果は解決２件、打切り３件でした。 

  紛争内容別では、「解雇・雇止め」が４件、「労働条件等」及び「その他」が各２

件、「懲戒処分」、「経営・人事その他」及び「職場の人間関係」が各１件で、業種

別では、「農業・林業」、「教育、学習支援業」、「医療、福祉」、「鉱業,採石業,

砂利採取業」及び「宿泊業,飲食サービス業」が各１件でした。 

 

 １  あっせん事件取扱件数 

係        属 終 結 状 況 

次 
 
年 
 

繰 
 
越 

前 
 
年 

 
繰 
 

越 

新 
 
 

 
 
 

規 

 

計 
 

解      決 
打 
 
 

切 
 
 

り 

取 下 げ 
不 
 
 

開 
 
 

始 

あ自 

っ主 
せ解 
ん決 
中  

あ受 

っ  
せ  
ん  
案諾 

あ指 

っ  
せ名 
ん  
員前 

あ指 

っ  
せ名 
ん  
員後 

 
－ 
 

 
５ 
 

 
５ 
 

 
－ 
 

 
２ 
 

 
３ 
 

 
－ 
 

 
－ 
 

 
－ 
 

 
０ 
 

 

 ２  紛争内容別取扱件数 

経営・人事 賃金等 

労働 

条件等 

職場の 

人間関係 

(パワハラ等) 

その他 解雇 

・ 

雇止め 

懲戒 

処分 
退職 その他 

賃金 

未払い 
一時金 

退職 

一時金 

その他

賃金 

４ １ － １ － － － － ２ １ ２ 

 （注） １件の事件に複数の内容を含む場合があるため、あっせん事件取扱件数と紛争内容

    別取扱件数の合計は一致しない。 

 

 ３  業種別取扱件数                                                

農業、林業 建設業 製造業 
卸売業、 

小売業 

教育,  

学習支援業 
医療、福祉 サービス業 その他 

１ － － － １ １ － ２ 

 （注） その他は、「鉱業,採石業,砂利採取業」及び「宿泊業,飲食サービス業」が各１件。 
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第３ 個別あっせん事件一覧 

事

件

番

号 

申

請

者 

あっせん事項 

申
請
年
月
日

 

開
始
年
月
日

 

あ
っ
せ
ん
回
数 

あ
っ
せ
ん
結
果 

終
結
年
月
日

 

所

要

日

数 

あっせ 

ん員 
(公) 
(労) 
(使) 

業

種

別 

７ 
・ 
１ 
号 

労
働
者 

・解雇撤回 
・撤回できない場合、数
ヶ月分の給与相当額の
支払い 

７ 
・ 
３ 
・ 
４ 

７ 
・ 
３ 
・ 
５ 

 

１ 

 

解
決 

７ 
・ 
３ 
・ 
26 

23 

山口 
・ 
坂元 
・ 
河野 

医
療
、
福
祉 

７ 
・ 
２ 
号 

労
働
者 

・慰謝料等の損害賠償 

７ 
・ 
６ 
・ 
16 

７ 
・ 
６ 
・ 
17 

０ 
打
切
り 

７ 
・ 
６ 
・ 
30 

15 

八重尾 
・ 
吉岡 
・ 
税田 

農
業
、
林
業 

７ 
・ 
３ 
号 

労
働
者 

・労働基準監督署へ申告
後、不利益な取り扱い
をされたことへの謝罪 

・パワハラ調停の加害者
の処分の軽視に対する
説明 

・上記の精神的・経済的
損害に対する補償金の
支払い 

７ 
・ 
７ 
・ 
４ 

７ 
・ 
７ 
・ 
８ 

０ 
打
切
り 

７ 
・ 
７ 
・ 
28 

25 

八重尾 
・ 
吉岡 
・ 
税田 

教
育
、
学
習
支
援
業 

７ 
・ 
４ 
号 

労
働
者 

・解雇無効 
・未払賃金や慰謝料の支
払い 

７ 
・ 
９ 
・ 
４ 

７ 
・ 
９ 
・ 
８ 

０ 
打
切
り 

７ 
・ 
９ 
・ 
26 

23 

八重尾 
・ 
吉岡 
・ 
河野 

鉱
業
、
採
石
業
、 

砂
利
採
取
業 

７ 
・ 
５ 
号 

労
働
者 

・懲戒処分の取り消し 
・懲戒処分期間中の給与
支払い 

・有給休暇分の給与支払
い  

７ 
・ 
９ 
・ 
19 

７ 
・ 
９ 
・ 
24 

１ 解
決 

７ 
・ 
11 
・ 
５ 

48 

金丸 
・ 
中川 
・ 
見戸 

宿
泊
業
、 

飲
食
サ
ー
ビ
ス
業 
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